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第
六
十
七
条
の
三
第
四
項
中
「
の
登
録
」
を
「
の
延
長
登
録
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中「
特
許
権
の
存
続
期
間
」

を
「
第
六
十
七
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
第
六
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
六
十
七
条
第
四
項
」
に
改

め
、
同
条
を
第
六
十
七
条
の
七
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
六
十
七
条
の
八

第
六
十
七
条
の
四
前
段
の
規
定
は
、
第
六
十
七
条
第
四
項
の
延
長
登
録
の
出
願
の
審
査
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
十
七
条
の
四
前
段
中
「
第
七
号
」
と
あ
る
の
は
、「
第
六
号
及
び
第
七

号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
中
「
特
許
権
の
存
続
期
間
の
延
長
登
録
」
を「
第
六
十
七
条
第
四
項
の
延
長
登
録
」

に
、「
第
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
許
権
の
」
を
「
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
に
、「
同
条
第
二
項
」
を
「
同

条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
六
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
六
十
七
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
規
定
す
る
特
許
権
の
」
を
「
規
定
す
る
」
に
、「
特
許
権
の
存
続
期
間
の
延
長
登
録
」
を
「
同
条
第
四
項
の
延

長
登
録
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
十
七
条
の
六
と
す
る
。

第
六
十
七
条
の
二
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
特
許
権
の
存
続
期
間
」
を「
第
六
十
七
条
第
四
項
」

に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
前
条
第
二
項
」
を
「
第
六
十
七
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
特
許
権
の
存

続
期
間
の
延
長
登
録
」
を
「
第
六
十
七
条
第
四
項
の
延
長
登
録
」
に
、「
前
条
第
二
項
」
を
「
同
項
」
に
改
め
、
同
項

た
だ
し
書
中
「
特
許
権
の
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４

第
六
十
七
条
の
二
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
六
十
七
条
第
四
項
の
延
長
登
録
の
出
願
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
十
七
条
の
二
第
五
項
た
だ
し
書
中
「
次
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

六
十
七
条
の
七
第
三
項
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は「
第
六
十
七
条
の
五
第
一
項
各
号
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
七
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
を
削
り
、
同
条
を
第
六
十
七
条
の
五
と
す
る
。

第
六
十
七
条
の
次
に
次
の
見
出
し
及
び
三
条
を
加
え
る
。

（
存
続
期
間
の
延
長
登
録
）

第
六
十
七
条
の
二

前
条
第
二
項
の
延
長
登
録
の
出
願
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
願

書
を
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

出
願
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

二

特
許
番
号

三

延
長
を
求
め
る
期
間

四

特
許
出
願
の
番
号
及
び
年
月
日

五

出
願
審
査
の
請
求
が
あ
つ
た
年
月
日

２

前
項
の
願
書
に
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
期
間
の
算
定
の
根
拠

を
記
載
し
た
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
条
第
二
項
の
延
長
登
録
の
出
願
は
、
特
許
権
の
設
定
の
登
録
の
日
か
ら
三
月
（
出
願
を
す
る
者
が
そ
の
責
め

に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
当
該
期
間
内
に
出
願
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由
が

な
く
な
つ
た
日
か
ら
十
四
日
（
在
外
者
に
あ
つ
て
は
、
二
月
）
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
（
当
該
期
間
が
九
月

を
超
え
る
と
き
は
、
九
月
））以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
存
続
期
間
の

満
了
後
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

４

特
許
権
が
共
有
に
係
る
と
き
は
、
各
共
有
者
は
、
他
の
共
有
者
と
共
同
で
な
け
れ
ば
、
前
条
第
二
項
の
延
長
登

録
の
出
願
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

５

前
条
第
二
項
の
延
長
登
録
の
出
願
が
あ
つ
た
と
き
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
存
続
期
間
は
、
延
長
さ
れ
た

も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
そ
の
出
願
に
つ
い
て
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
査
定
が
確
定
し
、
又
は
次
条
第
三
項
の
延

長
登
録
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

６

前
条
第
二
項
の
延
長
登
録
の
出
願
が
あ
つ
た
と
き
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
特
許
公
報
に
掲
載
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
七
条
の
三

審
査
官
は
、
第
六
十
七
条
第
二
項
の
延
長
登
録
の
出
願
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
き
は
、
そ
の
出
願
に
つ
い
て
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
査
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

そ
の
特
許
権
の
設
定
の
登
録
が
基
準
日
以
後
に
さ
れ
て
い
な
い
と
き
。

二

そ
の
延
長
を
求
め
る
期
間
が
そ
の
特
許
権
の
存
続
期
間
に
係
る
延
長
可
能
期
間
を
超
え
て
い
る
と
き
。

三

そ
の
出
願
を
し
た
者
が
当
該
特
許
権
者
で
な
い
と
き
。

四

そ
の
出
願
が
前
条
第
四
項
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
と
き
。

２

審
査
官
は
、
第
六
十
七
条
第
二
項
の
延
長
登
録
の
出
願
に
つ
い
て
拒
絶
の
理
由
を
発
見
し
な
い
と
き
は
、
延
長

登
録
を
す
べ
き
旨
の
査
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
査
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
延
長
登
録
を
す
る
。

４

前
項
の
延
長
登
録
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
特
許
公
報
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

特
許
権
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

二

特
許
番
号

三

第
六
十
七
条
第
二
項
の
延
長
登
録
の
出
願
の
番
号
及
び
年
月
日

四

延
長
登
録
の
年
月
日

五

延
長
の
期
間

六

特
許
出
願
の
番
号
及
び
年
月
日

七

出
願
審
査
の
請
求
が
あ
つ
た
年
月
日

第
六
十
七
条
の
四

第
四
十
七
条
第
一
項
、
第
五
十
条
、
第
五
十
二
条
及
び
第
百
三
十
九
条
（
第
七
号
を
除
く
。）の

規
定
は
、
第
六
十
七
条
第
二
項
の
延
長
登
録
の
出
願
の
審
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百

三
十
九
条
第
六
号
中
「
不
服
を
申
し
立
て
ら
れ
た
」
と
あ
る
の
は
、「
第
六
十
七
条
第
二
項
の
延
長
登
録
の
出
願
が

あ
つ
た
特
許
権
に
係
る
特
許
出
願
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
八
条
の
二
の
見
出
し
中
「
存
続
期
間
」
を
「
第
六
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
存
続
期
間
」
に
改
め
、

同
条
中
「
特
許
権
の
存
続
期
間
」
を
「
第
六
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
存
続
期
間
」

に
、「
第
六
十
七
条
の
二
第
五
項
」
を
「
第
六
十
七
条
の
五
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
七
条
の
二
第
五
項
本

文
」
に
、「
第
六
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
六
十
七
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
七
十
一
条
第
三
項
中
「
第
六
号
」
の
下
に
「
及
び
第
七
号
」
を
、「
判
定
に
」
の
下
に
「
つ
い
て
」
を
加
え
る
。

第
九
十
一
条
の
二
中「（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）」を
削
る
。

第
百
七
条
第
一
項
中
「
同
条
第
二
項
」
を
「
同
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
五
条
の
二
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
特
許
権
の
存
続
期
間
」
を
「
第
六
十
七
条
の
七
第
三

項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
第
六
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
六
十
七
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項

第
五
号
中
「
延
長
登
録
が
」
の
下
に
「
第
六
十
七
条
の
五
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
を

削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
百
二
十
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、」を
「
前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定

は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
延
長
登
録
を
無
効
に
す
べ
き

旨
の
審
決
が
確
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
」
を
「
第
六
十
七
条
の
七
第
三
項
の
延
長
登
録
を
無
効
に
す
べ
き
旨
の
審
決

が
確
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
」
に
改
め
、「
に
よ
る
」
の
下
に
「
特
許
権
の
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、

同
条
を
第
百
二
十
五
条
の
三
と
す
る
。

第
百
二
十
五
条
の
次
に
次
の
見
出
し
及
び
一
条
を
加
え
る
。

（
延
長
登
録
無
効
審
判
）

第
百
二
十
五
条
の
二

第
六
十
七
条
の
三
第
三
項
の
延
長
登
録
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ

の
延
長
登
録
を
無
効
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
延
長
登
録
無
効
審
判
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

そ
の
延
長
登
録
が
基
準
日
以
後
に
さ
れ
て
い
な
い
場
合
の
出
願
に
対
し
て
さ
れ
た
と
き
。

二

そ
の
延
長
登
録
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
が
そ
の
特
許
権
の
存
続
期
間
に
係
る
延
長
可
能
期
間
を
超
え
て
い

る
と
き
。

三

そ
の
延
長
登
録
が
当
該
特
許
権
者
で
な
い
者
の
出
願
に
対
し
て
さ
れ
た
と
き
。

四

そ
の
延
長
登
録
が
第
六
十
七
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
出
願
に
対
し
て
さ
れ
た

と
き
。
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